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各 位 
 

会 社 名 宮 越 商 事 株 式 会 社              

代表者名 取締役会長兼社長 宮  越  邦  正 

（コード番号 ６７６６ 東証・大証市場第１部） 
問合せ先 取締役管理本部長  板 倉 啓 太 
（ＴＥＬ ０３－５４９３－８１１１） 

 

 

資産の減少に関するお知らせ 
 
  当社は、平成１７年９月２７日の取締役会において、下記のとおり保有債権を借入先に
譲渡し､当該譲渡代金と借入金債務を相殺する決議を行い、資産が減少することとなりまし
たのでお知らせします。 
 

記 
 
１．資産の減少の理由 

  保有債権を借入先に譲渡し､譲渡代金と借入金債務を相殺することといたしまし
た。この債権譲渡及び債権・債務の相殺により、資産が減少することとなりました。 

 
２．資産減少の内容 
   (1) 債権の内容 

相 手 先 法 人 名  ： ㈱ホテルサンルート静岡 他２社 
債務の種類及び金額 ： 貸付金債権    １７，６２７百万円 

 
      (2) 債務の内容 

 相 手 先 法 人 名  ： 株式会社 京  谷 
債務の種類及び金額 ： 借入金債務   ４，０２０百万円 

 
      (3) 譲渡及び相殺処理の方法 

当社保有３社に対する貸付金債権総額１７，６２７百万円を株式会社京谷
へ４，０２１百万円で譲渡し、同譲渡代金債権４，０２０百万円と株式会社
京谷が保有する当社の借入金債務４，０２０百万円を相殺いたします。 

 
３．財務諸表に与える影響 
   (1) 資産及び負債に与える影響 

当該債権の譲渡及び相殺処理により、資産が １７，６２７百万円減少し、
負債が４，０２０百万円減少いたします。 
 

      (2) 損益に与える影響 
当該債権の譲渡及び相殺処理にかかわる損益は、㈱ホテルサンルート静岡

他２社の貸付金債権を株式会社京谷へ譲渡する際に譲渡損１３，６０５百万
円が発生いたしますが、貸倒引当金１３，４６１百万円の戻入益と当期予想
経常利益１９０百万円により、吸収できるものと判断しております。 

 
４．譲渡及び相殺実行予定日  平成１７年９月２９日 
 

                                                                    以 上 
 


